
お金、仕事、住宅など、生活に関する相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
生活にお悩みの皆さまへ

新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、

家計が苦しいなど、生活のことでお悩みはありませんか？

鳴門市では、相談窓口を設け、日々の生活のこと、仕事のことな

ど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた

提案や、解決までのお手伝いをします。おひとりで抱え込まずに、

どのようなことでも結構ですので、まずはお話をお聞かせ下さい。

お問合せ先

鳴門市役所本庁舎１階
鳴門市生活自立相談支援センター「よりそい」
電話：０１２０－９２８－７３４
受付時間：（月～金曜日 ８：３０～１７：１５）

相談無料

失業して、
家賃が払えない

公共料金に
滞納がある

求職活動が
うまくいかない

債務の返済で
困っている

収入が減って
家計が苦しい

相談相手が
いない



相談の流れ（自立相談支援事業）
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支援メニューの例

就労支援・就労準備支援

■就労に関する助言や個別の求人

開拓等の支援を行います。

■また、就労に対して不安を抱え

ていたり、コミュニケーション

が苦手といった場合に、ワーク

ショップや就労体験といった支

援を行います。

家計改善支援

■家計の状況を「見える化」する

ことで、家計の状況を把握した

り、貸付のあっせん等を行いま

す。

■また、家賃、税金、公共料金等

の滞納や各種給付制度等の利用

に向けた支援も行います。

住居確保給付金

■2年以内の離職・廃業や休業等により収入が減少し、住居を失った方、ま

たは失うおそれの高いかたに、一定期間（原則3か月、最大9か月）、家賃

相当額（世帯人数に応じて支給上限額があります）を支給します。なお、

これまではハローワークへ求職の申込を行う必要がありましたが、令和2年

4月30日から当面の間、求職の申込は不要となっております。

支給上限額（鳴門市の場合）

単身世帯：29,000円 ２人世帯：35,000円 ３人世帯：38,000円



住居確保給付金のよくある質問

A. 可能です。フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に
応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトな
どの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。
現在の就業を断念していただくものではありません。

Q. フリーランスで暮らしており、仕事が激減しました。
住居確保給付金を受けられますか？

Q. 休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがあるとは
どういうことですか？

A. 本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、
就労の機会が大幅に減少し、経済的に困窮した場合を指すもので、例えば
以下のような場合を想定しています。

（例１）スポーツジムが一部休業することとなり、週４～５日活動していた
ところ週２～３日程度以下となったスポーツジムインストラクター

（例２）参加予定であった海外からのゲストを招いた２週間のイベントが
自粛のため中止となったフリーの通訳者

（例３）アルバイトを２つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により
１つの事業所が休業となり、シフトがなくなった者。

（例４）自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む者

Q. 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し住居を失う
おそれがあることの確認方法はどうすればいいでしょうか？

A. 雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤
務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等。
個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類

や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや
減少が確認できる書類等とします。
社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等

も活用できます。
さらにこのような書類がない場合は申立書の活用も可能です。


